
議第５１号 

 

   高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

 高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。 
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提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い改正しようとする。 

 



   高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 高山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２７年高山市条例第１

６号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（設備の基準） （設備の基準） 

第２８条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以

下「小規模保育事業所Ａ型」という。）の設

備の基準は、次のとおりとする。 

第２８条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以

下「小規模保育事業所Ａ型」という。）の設

備の基準は、次のとおりとする。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

⑺ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以

下「保育室等」という。）を２階に設ける

建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育

室等を３階以上に設ける建物は、次の各号

に掲げる要件に該当するものであること。 

⑺ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以

下「保育室等」という。）を２階に設ける

建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育

室等を３階以上に設ける建物は、次の各号

に掲げる要件に該当するものであること。 

ア （略） ア （略） 

イ 保育室等が設けられている次の表の左

欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げ

る区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲

げる施設又は設備が１以上設けられてい

ること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左

欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げ

る区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲

げる施設又は設備が１以上設けられてい

ること。 

階 区分 施設又は設備 

２階の部・３階の部 （略） 

４階

以上

の階 

常用の項 （略） 

避難用 １ 建築基準法施行令第

１２３条第１項各号又

は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段

（ただし、同条第１項

の場合においては、当

該階段の構造は、建築

物の１階から保育室等

が設けられている階ま

での部分に限り、屋内 
 

階 区分 施設又は設備 

２階の部・３階の部 （略） 

４階

以上

の階 

常用の項 （略） 

避難用 １ 建築基準法施行令第

１２３条第１項各号又

は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段

（ただし、同条第１項

の場合においては、当

該階段の構造は、建築

物の１階から保育室等

が設けられている階ま

での部分に限り、屋内 
 



  と階段室とは、バルコ

ニー又は外気に向かっ

て開くことの出来る窓

若しくは排煙設備（同

条第３項第１号に規定

する国土交通大臣が定

めた構造方法を用いる

ものその他有効に排煙

することができると認

められるものに限る。）

を有する付室を通じて

連絡することとし、か

つ、同条第３項第２号、

第３号及び第９号を満

たすものとする。） 

２・３ （略） 
 

  と階段室とは、バルコ

ニー又は付室（階段室

が同条第３項第２号に

規定する構造を有する

場合を除き、同号に規

定する構造を有するも

のに限る。）を通じて

連絡することとし、か

つ、同条第３項第３号、

第４号及び第１０号を

満たすものとする。） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

ウ～ク （略） ウ～ク （略） 

  

（設備の基準） （設備の基準） 

第４３条 事業所内保育事業（利用定員が２０人

以上のものに限る。以下この条、第４５条及

び第４６条において「保育所型事業所内保育

事業」という。）を行う事業所（以下「保育

所型事業所内保育事業所」という。）の設備

の基準は、次のとおりとする。 

第４３条 事業所内保育事業（利用定員が２０人

以上のものに限る。以下この条、第４５条及

び第４６条において「保育所型事業所内保育

事業」という。）を行う事業所（以下「保育

所型事業所内保育事業所」という。）の設備

の基準は、次のとおりとする。 

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略） 

⑻ 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、

イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に

設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該

当するものであること。 

⑻ 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、

イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に

設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該

当するものであること。 

ア （略） ア （略） 

イ 保育室等が設けられている次の表の左

欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げ

る区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲

イ 保育室等が設けられている次の表の左

欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げ

る区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲



げる施設又は設備が１以上設けられてい

ること。 

げる施設又は設備が１以上設けられてい

ること。 

階 区分 施設又は設備 

２階の部・３階の部 （略） 

４階

以上

の階 

常用の項 （略） 

避難用 １ 建築基準法施行令第

１２３条第１項各号又

は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段

（ただし、同条第1項の

場合においては、当該

階段の構造は、建築物

の１階から保育室等が

設けられている階まで

の部分に限り、屋内と

階段室とは、バルコニ

ー又は外気に向かって

開くことの出来る窓若

しくは排煙設備（同条

第３項第１号に規定す

る国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるも

のその他有効に排煙す

ることができると認め

られるものに限る。）

を有する付室を通じて

連絡することとし、か

つ、同条第３項第２号、

第３号及び第９号を満

たすものとする。） 

２・３ （略） 
 

階 区分 施設又は設備 

２階の部・３階の部 （略） 

４階

以上

の階 

常用の項 （略） 

避難用 １ 建築基準法施行令第

１２３条第１項各号又

は同条第３項各号に規

定する構造の屋内階段

（ただし、同条第1項の

場合においては、当該

階段の構造は、建築物

の１階から保育室等が

設けられている階まで

の部分に限り、屋内と

階段室とは、バルコニ

ー又は付室（階段室が

同条第３項第２号に規

定する構造を有する場

合を除き、同号に規定

する構造を有するもの

に限る。）を通じて連

絡することとし、かつ、

同条第３項第３号、第

４号及び第１０号を満

たすものとする。） 

２・３ （略） 

 

 

 

 
 

ウ～ク （略） ウ～ク （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


